
 

 

高年齢者雇用安定法により、事業主は、その雇用する中高年齢者のうち、１か月以内の期間

に、5 人以上が解雇等により離職する場合には、あらかじめ、多数離職届を公共職業安定所(ハ

ローワーク)に届け出なくてはなりません。 

 

 

 

〇 45 歳以上 70 歳未満で、次のいずれにも該当しない人が、 

 日々または期間を定めて雇用されている者(同一事業主に 6 カ月を超えて引き続き

雇用されている場合を除く) 

 試みの使用期間中の者(同一事業主に 1 4 日を超えて引き続き雇用されている場合

を除く) 

 常時勤務に服することを要しない労働者として雇用されている者(例えば非常勤講

師のように毎日勤務することを要しない者。「嘱託」などの名称でも毎日勤務してい

る者は含まない) 

 

〇 下記理由により、 

 ７０歳までの就業確保措置が努力義務となったことにより、多数離職届の対象となる高

年齢者等が次のとおり追加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇同一の事業所において、1 か月以内の期間に 5人※以上離職する場合 

 
※「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づ
く大量雇用変動届によって既に届け出られた者及び同法に基づく再就職援助計画の対象者については算
定から除く。 

多数離職届について 

多数離職届を出さなければならない場合 


